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再確認！新型コロナウイルス対応フローチャート 

８月頃からの新型コロナウイルス感染拡大の第５波は、長野県でも大きな影響を与えました。企業内や家庭内

感染、学校の休校など、かなり身近に感染拡大を感じた方も多かったのではないでしょうか。実際、対応の相談

を多く受けております。昨年から企業の対応について情報を得て対応をされていただいているかとは存じます。

しかし今後も、対応に苦慮されることもあり得るのではないかと存じます。再度対応について下記のフローチャ

ートでご確認ください。なお全てのケースに当てはまるわけではありません。個々の事案に合わせて、対応方法

を検討していただきますようお願い致します。 

新型コロナウイルスに
感染している

医師や保健所から 宅待機・
就業制限の指示を受けている

体調を客観的に て
労務の提供ができる

濃厚接触者の疑いがある

本人に咳や発熱などの
症状がある

出勤停止
休業手当義務なし 休業手当義務あり

欠勤扱い
休業手当義務なし 休業手当義務なし
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協会けんぽの場合は
傷病 当 が対象

※職場で感染した場
合は労災になり得る

感染の状況や、関係先の感染などで事業休止の
場合など休業手当義務を判断する必要あり
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YES

NO
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NO
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適切に助成金や補助金を利用して、このコロナ禍を乗り越えていく手立てを一緒に検討させていただけたらと

存じます。ご不明な点、ご不安な点は弊社担当者までご相談ください。

なお、現在のところ新型コロナウイルスに関わる助成金としては以下の 3つが主になります。

※それぞれ要件がありますので詳細はお聞きください。

1 
雇用調整助成金 

（緊急雇用安定助成金） 
休業手当を支給し要件にあたる場合（現在のところ11月末まで） 

2 
小学校休業等対応助成金 

（厚生労働省 9/7発表） 

令和 3年 8月 1日から制度が再開されました。小学校等に通う子どもの感染

や学校休校で世話をする必要となった従業員に有給の休暇を与えた場合 

3 両立支援等助成金 妊婦の職員で母子健康管理措置に関わる有給の休暇を与えた場合 
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